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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年３月２２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 転覆 

発生日時 令和３年８月１５日 １０時３９分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市福
ふく

浜
はま

海岸北方沖 

 博多港西公園下防波堤灯台から真方位２３５°８００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３６.１′ 東経１３０°２２.２′） 

事故の概要  ゴムボート（船名なし）は、漂泊中、乗船者１人が海中から乗り込

もうとして転覆し、乗船者が海中に投げ出された。 

 ゴムボート（船名なし）は、泳いで陸地に戻ろうとした乗船者が死

亡した。 

事故調査の経過  令和３年８月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ゴムボート（船名なし）、長さ約１.８０ｍ 

なし、個人所有 

約１.８０ｍ×約０.９０ｍ×約０.５０ｍ、ポリ塩化ビニル 

機関なし、重量 約１.９kg 

 乗組員等に関する情報 乗船者Ａ １６歳 

乗船者Ｂ １７歳 

乗船者Ｃ １７歳 

 死傷者等 死亡 １人（乗船者Ｂ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期、潮高 約１０６cm

（博多東浜）、水温 約２８℃ 

 事故の経過  本船は、定員が２人で、福浜海岸沖約１９０ｍにある人工島へ向け

て令和３年８月１５日１０時１５分ごろ乗船者Ａ及び乗船者Ｂが前後

に座った状態で乗り、乗船者Ｃが船尾を押すようにして同海岸の波打

ち際を発進した。 

 本船は、水深が深くなるにつれ、乗船者Ｃが本船の船尾側に両手を

添えて両足を交互に上下動させるバタ足で本船を押すようにして進

み、波打ち際を発進して数分後、乗船者Ｂが乗船者Ｃと替わることに
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して海中に入り、乗船者Ｃが乗り込み、乗船者Ｂが船尾側に両手を添

えてバタ足で本船を押すようにして引き続き人工島方向へ進んだ。 

 本船は、発進場所から約８０ｍ北方沖に至り、オールで漕がずに乗

船者Ｂがバタ足で押すようにして進んでいたところ、疲れたので替 

わってほしい旨の申し出とともにバタ足を止め、漂泊を始めた。 

 乗船者Ｂは、乗船者Ａが替わるために海中に入って一旦本船から離

れ、乗船者Ｃが中央付近に座った状態のとき、左舷側から乗り込もう

としたものの、乗り込むことができなかった。 

乗船者Ｂは、乗船者Ａが海中から本船を押さえるように左舷側上部

に手を載せてぶら下がったとき、再び、勢いよく左舷側から乗り込も

うとした際、一気に重心が左舷側に偏って本船が大きく傾斜して転覆

し、乗船者Ｃと共に海中に投げ出された。 

 乗船者Ａ、乗船者Ｂ及び乗船者Ｃは、一旦本船に掴
つか

まり、本船を復

原して乗り込もうとしたがうまくいかず、本船が弾かれるように離れ

たのち、無人の状態で風波に押され、南東方へ流されて行ったので、

泳いで陸地へ向かうこととなった。 

乗船者Ａ及び乗船者Ｃは、発進場所の少し西側に泳ぎ着き、沖合を

見て乗船者Ｂが背中を見せて浮かんでいるような状態を認め、すぐに

スマートフォンを使って１１９番通報した。 

 乗船者Ｂは、本事故発生の連絡が警察署及び海上保安庁へと行き、

潜水士を乗せた巡視船の搭載艇と巡視艇、消防局及び警察署の船が捜

索中、１２時２０分ごろ転覆場所の少し南の海底に横たわっていると

ころを潜水士に発見され、救急車で福岡市所在の病院へ搬送された

が、１３時０３分死亡確認ののち、死因が溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  福浜海岸は、監視員のいる海水浴場ではなかったが、遊泳が禁止さ

れている場所ではなかった。 

本事故発生場所付近の水深は、海図Ｗ１２２７博多港（平成３１年

４月刊行）によれば、２ｍ等深線よりも浅い海域であったが、本事故

当時、本事故発生場所の北北東方約１.８海里（Ｍ）に位置する博多

験潮場（博多東浜）での潮高が約１０６cmであった。 

 乗船者Ａ、乗船者Ｂ及び乗船者Ｃは、いずれも救命胴衣の着用はな

く、乗船者Ｂは水泳パンツと水中眼鏡を着用していた。 

 乗船者Ｂは、泳げる距離が約２５ｍであった。 

乗船者Ｂは、本事故当時、体調が悪い様子はなく、交替の申し入れ

時も疲れた旨の理由であった。 

 本船は、乗船者や積載物がないと、海水による抵抗が少なく、風波

の影響を受けやすかった。 

文献（「漂流予測の高度化のための基礎調査 ～風圧流と偏角につ

いて～」、福島繁樹、海上保安庁海洋情報部技報第２４号、２００６
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年３月発刊）によれば、米国ＳＡＲマニュアルに掲載された風圧流流

速について、次のとおりであった。 

 a 漂流実験の結果から風圧流の流速と風速との関係は， 

風速が６kn 以上の場合， 

       V(kn)＝α・W₁₀(kn)＋β(kn)･･････････（１） 

      また，風速が６kn未満の場合， 

       V(kn)＝(α＋ )･W₁₀(kn)･････････････（２） 

      と表されている。ここで，Ｖ；風圧流流速(kn)， 

      α；風圧係数，β；Ｙ切片，Ｗ₁₀；海面上１０ｍの 

      風速(kn)である。 

 b 第１表 米国ＳＡＲマニュアルの風圧流流速・偏角（水中の

人，サバイバルクラフト，手漕ぎ船）の、サバイバルクラフトの

ライフラフトで、バラストシステムなし、天幕なし及び海錨なし

では、風圧流流速に係る係数等は、次のとおりであった。 

風圧係数：０.０５７ 

Ｙ切片：０.２１kn 

 本船は、本事故発生場所から南南東方約１.２Ｍに位置する気象庁

の福岡観測所では、１０時４０分に最大瞬間風速６.８m/s（約１３.２

kn ）の北北西風を観測しており、米国ＳＡＲマニュアルに記載され

た（１）の式により、サバイバルクラフトのライフラフトで、バラス

トシステムなし、天幕なし及び海錨なしとして風圧流流速を計算した

ところ約０.９６kn であったことから、最大約０.９６kn（約０.４９

m/s）の速力で風下へ流されていた可能性があると考えられる。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、福浜海岸沖において、風力３の北北西風が吹き、波高約

０.５ｍの波がある状況下、乗船者Ａが海中から左舷側にぶら下が

り、乗船者Ｃが乗った状態で漂泊中、海中にいた乗船者Ｂが乗り込む

際、勢い良く左舷側から乗り込もうとしたことから、一気に重心が左

舷側に偏って大きく傾斜して転覆したものと考えられる。 

 乗船者Ｂの死因は、溺水であった、 

 乗船者Ｂは、本船が転覆した後、復原して乗り込もうとしてうまく

いかず、本船が弾かれるようにして離れ、更に無人となって風波を受

けて流されたことから、泳ぐことになり、救命胴衣を着用してなく、

泳力がなかった上に疲労があり、溺水に至ったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、福浜海岸沖において、風力３の北北西風が吹

き、波高約０.５ｍの波がある状況下、乗船者Ａが海中から左舷側に
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ぶら下がり、乗船者Ｃが乗った状態で漂泊中、海中にいた乗船者Ｂが

乗り込む際、勢い良く左舷側から乗り込もうとしたため、一気に重心

が左舷側に偏って大きく傾斜して転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・沖合でゴムボートに乗り込もうとする場合は、側面から乗り込む

と、一方に重心が偏ってバランスを崩して傾斜し、転覆の危険が

高いのでバランスを考慮して乗り込むことが望ましい。 

・ゴムボートに乗ったり、ゴムボートを使って遊泳したりする者

は、ゴムボートがバランスを保つことが難しく、風波の影響を受

けやすいことから、転覆等に備えて救命胴衣を着用することが望

ましい。 

・ゴムボートに乗り込もうとする者は、疲労を感じている場合、沖

合では無理に乗り込まず、ゴムボートに掴まって浅所に向かい、

浅所で乗り込むことが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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（令和３年８月１５日 

 １０時３９分ごろ） 


